
すべての子どもが、安心して  いきいき  のびのび  心豊かに育つこと。

多治見市は、子どもの権利を大切にするためのきまりである

「多治見市子どもの権利に関する条例」を定めています。

一人ひとりが人生の主人公として、健やかに育っていくために最もいいことは何か、

子どももおとなもいっしょに考えてみましょう。

「弟といっしょに風鈴さんぽ！」  中西 野乃さん（養正小学校 6年生）

環境に配慮した再生紙と植物油インキを使用しています

多治見市役所くらし人権課

子 ど も の 権 利 っ て ？

た じ みのしくくらす ぶんをたいせつにする んなとなかよくする

みんな違っておもしろい  ぼくの絵  わたしの絵  絵画コンクール2023最優秀作品

多治見市マスコットキャラクター
「うながっぱ」

「たじみ子どもの権利の日」
11月20日は

 こ あんしん こころゆた そだ

 た じ み し  こ けんり たいせつ

 た じ み し  こ けんり かん じょうれい さだ

 ひとり じんせい しゅじんこう すこ そだ もっと なに

 こ かんが

こ けん り

こ け ん り ひ

じぶん 

こころ 
そだ


